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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第98期中間連結会計期間、第98期及び第99期中

間連結会計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第98期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 第98期から臨時従業員の範囲を見直し、重要性が増したため、臨時従業員数（派遣社員を含む。）を記載し

ております。 

５ 第99期中間連結会計期間においては、国内子会社１社を新たに連結の範囲に含めております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第97期中 第98期中 第99期中 第97期 第98期

会計期間
自平成17年４月１日 

至平成17年９月30日

自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日

自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日

自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日

自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日

売上高 (百万円) 103,078 109,692 116,876 212,328 220,170

経常利益 (百万円) 2,419 3,268 3,105 5,289 6,626

中間(当期)純利益 (百万円) 536 1,923 1,773 2,261 3,937

純資産額 (百万円) 35,008 39,310 42,352 38,319 40,988

総資産額 (百万円) 101,178 109,589 111,062 108,695 111,311

１株当たり純資産額 (円) 351.73 387.84 418.14 383.45 405.21

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 5.40 19.24 17.74 22.36 39.38

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益
(円) 5.39 ─ ─ 22.35 ─

自己資本比率 (％) 34.6 35.4 37.6 35.3 36.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,433 3,674 784 5,179 7,367

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,322 △1,626 △1,654 △3,574 △3,994

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △662 △857 △1,270 △276 △2,101

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 9,248 12,349 10,586 11,175 12,513

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名) 3,899
(─)

3,926
(─)

4,050
(778)

3,810
(─)

4,028
(779)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第98期中間会計期間、第98期及び第99期中間会

計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第98期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

４ 第98期から臨時従業員の範囲を見直し、重要性が増したため、臨時従業員数（派遣社員を含む。）を記載し

ております。 

  

回次 第97期中 第98期中 第99期中 第97期 第98期

会計期間
自平成17年４月１日 

至平成17年９月30日

自平成18年４月１日 

至平成18年９月30日

自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日

自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日

自平成18年４月１日 

至平成19年３月31日

売上高 (百万円) 62,465 65,887 69,484 129,144 132,893

経常利益 (百万円) 1,505 1,893 2,179 3,496 4,104

中間(当期)純利益 (百万円) 988 1,065 1,160 1,897 1,660

資本金 (百万円) 6,097 6,097 6,097 6,097 6,097

発行済株式総数 (千株) 101,363 101,363 101,363 101,363 101,363

純資産額 (百万円) 33,992 36,278 36,740 36,591 36,373

総資産額 (百万円) 80,971 85,285 84,697 86,372 85,557

１株当たり純資産額 (円) 340.76 362.00 366.68 365.33 362.99

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 9.92 10.63 11.58 18.66 16.57

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益
(円) 9.90 ─ ─ 18.65 ─

１株当たり配当額 (円) 3.00 3.00 3.50 6.00 7.00

自己資本比率 (％) 42.0 42.5 43.4 42.4 42.5

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名) 933
(─)

937
(─)

1,029
(642)

912
(─)

1,000
(628)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄（外書）は、臨時従業員（派遣社員を含む。）の当中間連結会計期間の平均雇用人員でありま

す。 

  

  

     
  

(2) 提出会社の状況 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄（外書）は、臨時従業員（派遣社員を含む。）の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

国内物流事業 1,035 (112)

国際物流事業 2,411 (570)

旅行業及びその他の事業 410 ( 80)

全社(共通) 194 ( 16)

合計 4,050 (778)

従業員数(名) 1,029（642）



第２ 【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）業績

当中間連結会計期間における世界経済は、米国では住宅建設に陰りが見られるなど景気は減速傾向にあ

りました。アジアでは、中国において設備投資を中心に高い伸びが続き、東南アジアにおいても景気拡大

が続きました。欧州では、企業部門を中心に景気回復が続きました。日本では、設備投資に弱い動きが見

られるものの、個人消費が底堅く緩やかな回復が持続しました。  

 物流業界は、海上貨物輸送が輸出入とも堅調に推移しました。国際航空貨物は荷動きの低迷にようやく

底打ち感が見られるものの依然として低調でした。国内貨物輸送は、一部に回復傾向が見られるものの、

引き続き厳しい状況となりました。  

 旅行業界については、中国・東南アジア方面は堅調でしたが、全体としてはやや減少傾向となりまし

た。 

当社グループは海外では、東南アジアの主要拠点として、サプライチェーンの構築と高品質、高効率な

物流サービスの提供を目的としてマレーシアに昨年12月より建設を進めていた「マラッカ・ロジスティク

ス・センター」が本年７月に完成しました。中国では、「日新－中外運国際貨運有限公司」が航空一類貨

運代理免許を取得し、中国における航空事業の自営化を進めた結果、中国総合物流企業となりました。さ

らに今後の経済発展が見込まれる東欧での拠点としてポーランドに現地法人を設立するなど、グローバル

ネットワークの充実強化に努めました。  

 国内では、広島、福井、富山に営業所を開設し、物づくりの盛んな山陽・北陸地方における国際貨物需

要への対応を図るなど営業拡大に注力しました。  

 旅行業では、主力の海外業務渡航および団体旅行の取扱い拡大に注力しました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比6.5％増の116,876百万円、営業利益は前年同

期比2.1％減の2,876百万円、経常利益は前年同期比5.0％減の3,105百万円、中間純利益は前年同期比

7.8％減の1,773百万円となりました。

① 事業別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

国際物流事業

北米、中国、アジア、欧州における営業体制の強化を図るとともに、グローバルネットワークの連携

強化により良質な物流サービスの提供に努め、国際複合一貫輸送の拡充に取組みました。  

 海上貨物取扱いでは、上海向け危険品混載やホーチミン向け直行海上混載サービスを開始するなど、

幅広いニーズにきめ細やかな対応を図ってまいりました。輸出が輸送用機器や電子機器などを中心に中

国・東南アジア・北米向けなどが好調に推移し、輸入についても、中国製品の安全性に関して問題が指

摘されたことにより、一部製品の取扱いが減少しましたが、食品・原材料・アパレル製品などを中心

に、中国・東南アジアからの取扱いが堅調でした。  

 航空貨物取扱いでは、本年２月に稼働を開始した成田ロジスティクス・センターにおいて輸入切花の

加工業務を受注するなど、新規業務の開拓にも注力いたしました。輸出は電機・IC関連機器や自動車関

連部品などを中心に、北米や中国・東南アジア・台湾向けが好調で、輸入も生鮮品や機械部品などが概

ね堅調に推移しました。  

 海外子会社では、北米において新たな倉庫管理システムの導入やVMI倉庫業務を開始するなど、輸送

用機器、電子部品等の輸出入取扱い拡大に注力し、特に米国－メキシコ間や中国・東南アジア－米国間

の取扱いが好調でした。欧州や東南アジア地域の一部において設備投資やシステム投資などのコスト増

の影響もあり、収益面で厳しい状況となりました。 

中国では、国内外同業者との競争が激しくなり、取扱い物量の伸びに従来ほどの成長は見られません

でしたが、部材の調達輸入やシャトル便輸送、ミルクラン輸送、メーカー向けVMI倉庫業務などの中国



 
  

  

国内物流業務の強化に努めました。

この結果、連結売上高は、前年同期比7.7％増の68,944百万円となりました。 

国内物流事業

ITを活用した物流システムの高度化により、物流品質の向上とローコストオペレーションの実現な

ど、顧客ニーズへの対応力強化に取組むとともに、国内グループ企業の連携強化に努め、化学品・食

品・酪農品などの取扱い増に取り組みました。  

 大手外食チェーン店の食材配送センター業務やフランスの高機能素材メーカーの物流センター業務を

受注するなど、ロジスティクス業務の新規開拓に努めました。  

 自動車運送事業は、首都圏トラック輸送や危険品輸送の取扱いが堅調でしたが、燃料費の高騰が続く

など、厳しい環境が続きました。 

この結果、連結売上高は、前年同期比0.5％減の19,118百万円となりました。

旅行業及びその他の事業

旅行業を事業とする子会社において、中国・東南アジア・北米向けを中心に主力の業務渡航が堅調で

した。団体旅行の分野では、厳しい競争が続くなか、海外見本市など各種の視察ツアーを企画するな

ど、営業拡大に努めました。  

 所有土地の不動産事業開発に着手したことから、従来国内物流事業に含めておりました物流施設に付

帯する不動産賃貸とあわせて、当中間連結会計期間より旅行業及びその他の事業に含めることといたし

ました。

この結果、連結売上高は、前年同期比8.8％増の28,814百万円となりました。 

② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

日本

海上貨物の取扱いでは、輸出は輸送用機器や電子機器などが中国・東南アジア・北米向けを中心に好

調に推移しました。輸入についても一部中国製品の取扱いが減少しましたが、食品・原材料・アパレル

製品などの中国・東南アジアからの取扱いが堅調でした。 

 航空貨物の取扱いでは、輸出は東南アジア・北米向け自動車関連部品などの取扱いを中心に伸長し、

輸入については北米からの生鮮品・機械部品や中国からの生花等の取扱いが概ね堅調でした。 

 この結果、連結売上高は、前年同期比6.0％増の99,442百万円となりました。

北米

海上および航空貨物の輸出入取扱いが、輸送用機器、自動車部品、電子機器などを中心に堅調に推移

しました。またグローバルな連携による事業拡大に努め、中国－北米間やメキシコとのボーダー輸送の

取扱い拡大を推進しました。 

 この結果、連結売上高は、前年同期比9.9％増の6,752百万円となりました。

その他の地域

東南アジアおよび欧州では、輸送用機器や電機・電子部品などの海上および航空貨物の取扱いが概ね

堅調でしたが、一部地域において初期投資費用などのコストが増加しました。中国では、部材の調達輸

入やシャトル便輸送、ミルクラン輸送、メーカー向けVMI倉庫業務などの強化に取組みました。 

 この結果、連結売上高は、前年同期比10.1％増の10,681百万円となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況



 

２【生産、受注及び販売の状況】 

 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業

活動によるキャッシュ・フローの増加、投資活動および財務活動によるキャッシュ・フローの減少などに

より、当中間連結会計期間末には10,586百万円となりました。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

 
 
 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益2,989百万円、減価償却費1,273百万

円などによる資金増加に対し、法人税等の支払などによる資金減少を控除した結果、前年同期と比べ

2,890百万円減少の784百万円の収入となりました。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業用資産の取得、システム開発などにより、前年同期と比

べ28百万円減少の1,654百万円の支出となりました。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済や配当金の支払等により、前年同期と比べ

413百万円減少の1,270百万円の支出となりました。

「業績等の概要」に含めて記載しております。

当社グループは、国内外にわたるネットワークとITを活用したグローバル・ロジスティクス・サービス

の強化により、お客さまの満足と信頼を得ることを基本に、さらなる飛躍と持続的成長を目指してまいり

ます。  

 平成17年４月に開始した第２次中期（３ヵ年）経営計画（平成17年度～平成19年度）では、成長性が高

く、当社グループが強みを持つ地域・事業に経営資源を集中投入するなど、事業の「選択」と「集中」に

より収益力の強化を図るとともに、グループ経営、現場の強化を進めることにより企業基盤の拡充を図っ

ております。  

 第２次中期経営計画も残すところ半年を切りましたが、現在までのところ、計画を上回るペースで順調

に推移しており、最終年度（平成20年３月期）の数値目標（連結売上高2,170億円、連結経常利益57億円）

については、十分達成可能であると見込んでおります。  

 

  第２次中期経営計画の主要な取組みおよび課題は以下の通りであり、本年度は、次期へつなぐ総仕上げ

の年として、グローバルな連携による国際物流の強化をはじめ、人材育成の強化や内部統制システムの整

備などに、特に重点を置いて取組んでおります。



 

４【経営上の重要な契約等】 

 

５【研究開発活動】 

 

① 成長分野への積極投資と新たな分野の開発

・ 国際航空貨物輸送(混載)、国際海上貨物輸送(NVOCC)の取扱量増大  

・ 中国、アジア地域をはじめ、インド、ベトナム、ロシア、東欧での事業拡大  

・ 自動車・自動車部品、電機・電子機器、石油・ケミカル、食品関連への取組み強化  

・ 次代の新たな柱となる取扱い品目の開発 

② グローバルな連携による事業拡大とグループ企業の経営力強化

・ 国内171拠点、海外23カ国111拠点におよぶネットワークの有効活用および連携強化  

・ 日本での本部機能の強化による国内・海外グループ企業一体のグローバルな営業展開  

・ 国内・海外グループ企業の経営力強化と世界５極体制の確立  

・ 国内外企業とのアライアンスの拡充 

③ IT活用の高度化

・貨物情報システムの高度化とグローバル展開によるITロジスティクスの推進 

・ITの高度活用によるソリューション・サービスの提供

④ 企業基盤の強化

・ グループ財務体質の強化と資金効率の向上  

・ 次代の当社事業の中核を担う人材の確保・育成の取組み強化  

・ 現場の強化によるサービスの高品質化、原価低減と安全の徹底 

⑤ コーポレートガバナンスの充実・強化

・ 経営の透明性、健全性、適法性確保の徹底  

・ 迅速かつ適切な情報開示の推進  

・ 内部統制システムの整備 

⑥ 環境経営の推進

・モーダルシフトの拡大、輸送効率改善への取組み強化 

・輸送用梱包資材などの再利用促進による省資源化の推進 

 

また、第２次中期経営計画が本年度で終了することから、グループをあげて、現在、平成20年４月開始

予定の第３次中期経営計画の策定を鋭意進めているところです。

該当事項はありません。

該当事項はありません。



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおり

であります。 

 
  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

  

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類別 
セグメントの 

名称

設備の内容 投資額(百万円) 完了年月
完成後の 
増加能力

 
NISTRANS 

(M)   
SDN.BHD. 

 

マラッカ ロジスティクス
センター 

(Hicom Industrial Park, 
Mukim Pegoh,  

Melaka,Malaysia)

国際物流事業
土地
建物

568 平成19年7月

 

延床面積

14,023平方

メートル 

 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 101,363,846 101,363,846

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

―

計 101,363,846 101,363,846 ― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

(平成19年９月30日現在) 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

─ 101,363 ─ 6,097 ─ 4,366

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 6,835 6.74

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 4,972 4.90

株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい３丁目１番１号 4,890 4.82

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 4,594 4.53

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 3,429 3.38

日新商事株式会社 東京都港区芝浦１丁目14番５号 3,398 3.35

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 3,325 3.28

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 3,248 3.20

日本マスタートラスト信託銀行  
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,165 3.12

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 2,939 2.89

計 ― 40,799 40.25



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成19年９月30日現在) 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が 5,000株含まれておりま

す。なお、「議決権の数(個)」の欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれてお

りません。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式360株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

(平成19年９月30日現在) 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式  1,166,000

― ―

（相互保有株式）
普通株式  518,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 99,119,000 99,114 ―

単元未満株式 普通株式    560,846 ― ―

発行済株式総数 101,363,846 ― ―

総株主の議決権 ― 99,114 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社日新 横浜市中区尾上町６－84 1,166,000 ― 1,166,000 1.15

（相互保有株式）

原田港湾株式会社 横浜市中区海岸通４－23 234,000 ― 234,000 0.23

新栄運輸株式会社
横浜市鶴見区 
平安町１－46－１

144,000 ― 144,000 0.14

松菱運輸株式会社
大阪市西区 
西本町２－１－30

70,000 ― 70,000 0.07

丸新港運株式会社
大阪市港区 
港晴２－13－35

44,000 ― 44,000 0.04

日誠港運株式会社 千葉市美浜区新港88 20,000 ― 20,000 0.02

日栄運輸株式会社
神戸市灘区摩耶埠頭 
摩耶業務センタービル

6,000 ― 6,000 0.01

計 ― 1,684,000 ― 1,684,000 1.66



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 448 447 449 445 433 421

低(円) 414 390 408 410 386 386



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年

９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)

の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表、及び当中間会計期間(平成19年

４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けて

おります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日）

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 12,304 10,579 11,981

 ２ 受取手形及び売掛金
※２ 
※４

34,296 36,662 35,037

 ３ 有価証券 96 86 686

 ４ たな卸資産 55 57 90

 ５ 繰延税金資産 881 881 958

 ６ その他 3,909 4,081 3,840

   貸倒引当金 △735 △382 △369

   流動資産合計 50,807 46.4 51,966 46.8 52,225 46.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物及び構築物 15,008 15,528 15,850

  (2) 機械装置及び運搬具 1,585 1,607 1,652

  (3) 土地 11,935 12,290 11,930

  (4) その他 1,802 1,839 1,250

    有形固定資産合計 30,332 27.6 31,266 28.2 30,683 27.6

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 606 364 485

  (2) その他 3,888 4,105 3,993

    無形固定資産合計 4,495 4.1 4,469 4.0 4,479 4.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 20,549 20,143 20,692

  (2) 長期貸付金 980 231 224

  (3) 繰延税金資産 684 331 344

  (4) その他 2,705 3,093 3,098

    貸倒引当金 △964 △438 △437

    投資その他の資産合計 23,954 21.9 23,360 21.0 23,922 21.5

    固定資産合計 58,782 53.6 59,096 53.2 59,086 53.1

    資産合計 109,589 100.0 111,062 100.0 111,311 100.0



 
  

前中間連結会計期間末
（平成18年9月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年9月30日）

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年3月31日）

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※４ 21,207 23,044 22,579

 ２ 短期借入金 ※２ 12,846 14,702 13,770

 ３ 一年以内に償還予定の社債 ※２ 1,800 800 300

 ４ 未払法人税等 1,188 928 1,570

 ５ 賞与引当金 1,684 1,779 1,573

 ６ 役員賞与引当金 17 19 38

 ７ その他 6,079 5,647 5,883

   流動負債合計 44,823 40.9 46,921 42.3 45,716 41.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 1,030 230 780

 ２ 長期借入金 ※２ 14,729 12,559 14,689

 ３ 繰延税金負債 4,408 4,370 4,407

 ４ 退職給付引当金 3,515 2,468 2,994

 ５ 役員退職慰労引当金 446 93 479

 ６ 長期未払金 ― 325 ―

 ７ その他 1,324 1,742 1,254

   固定負債合計 25,455 23.2 21,788 19.6 24,605 22.1

   負債合計 70,278 64.1 68,710 61.9 70,322 63.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,097 5.6 6,097 5.5 6,097 5.5

 ２ 資本剰余金 4,377 4.0 4,379 3.9 4,378 3.9

 ３ 利益剰余金 21,463 19.6 24,546 22.1 23,176 20.8

 ４ 自己株式 △300 △0.3 △304 △0.3 △300 △0.2

   株主資本合計 31,637 28.9 34,718 31.2 33,351 30.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 7,452 6.8 6,868 6.2 7,291 6.5

 ２ 繰延ヘッジ損益 △16 △0.0 △13 △0.0 △18 △0.0

 ３ 為替換算調整勘定 △291 △0.3 236 0.2 △103 △0.1

   評価・換算差額等合計 7,144 6.5 7,092 6.4 7,168 6.4

Ⅲ 少数株主持分 528 0.5 541 0.5 468 0.4

   純資産合計 39,310 35.9 42,352 38.1 40,988 36.8

   負債純資産合計 109,589 100.0 111,062 100.0 111,311 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 109,692 100.0 116,876 100.0 220,170 100.0

Ⅱ 売上原価 95,477 87.0 101,187 86.5 190,601 86.5

   売上総利益 14,214 13.0 15,688 13.5 29,569 13.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 11,276 10.3 12,812 11.0 23,498 10.7

   営業利益 2,937 2.7 2,876 2.5 6,071 2.8

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 30 37 77

 ２ 受取配当金 143 149 244

 ３ 持分法による投資利益 171 175 262

 ４ 為替差益 101 121 263

 ５ その他 205 652 0.6 203 687 0.6 419 1,268 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 292 328 585

 ２ その他 29 321 0.3 130 459 0.4 128 713 0.3

   経常利益 3,268 3.0 3,105 2.7 6,626 3.0

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 118 259

 ２ 固定資産売却益 ※２ 1 3 ―

 ３ 残余財産分配金 ― 1 0.0 ― 121 0.1 9 269 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 4 147 25

 ２ 投資有価証券評価損 ― 60 ―

 ３ 減損損失 ※５ ― 28 42

 ４ 適格年金終了損 59 ― 59

 ５ 固定資産売却損 ※４ ― ― 15

 ６ 貸倒損失 ― ― 9

 ７ ゴルフ会員権退会損 3 ― 3

 ８ 貸倒引当金繰入額 8 ― 0

 ９ ゴルフ会員権評価損 1 77 0.1 ― 237 0.2 ― 154 0.0

   税金等調整前中間(当期) 
   純利益

3,193 2.9 2,989 2.6 6,740 3.1

   法人税、住民税及び事業税 1,168 912 2,408

   法人税等調整額 13 1,181 1.0 345 1,257 1.1 400 2,809 1.3

   少数株主利益(又は△損失) 88 0.1 △41 0.0 △5 0.0

   中間(当期)純利益 1,923 1.8 1,773 1.5 3,937 1.8



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,097 4,374 19,875 △330 30,016

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △300 △300

 中間純利益 1,923 1,923

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得 △5 △5

 自己株式の処分 3 35 39

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額)

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

― 3 1,588 30 1,621

平成18年９月30日残高(百万円) 6,097 4,377 21,463 △300 31,637

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,549 ― △245 8,303 484 38,804

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △300

 中間純利益 1,923

 利益処分による役員賞与 △35

 自己株式の取得 △5

 自己株式の処分 39

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
  (純額)

△1,096 △16 △46 △1,159 43 △1,115

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△1,096 △16 △46 △1,159 43 506

平成18年９月30日残高(百万円) 7,452 △16 △291 7,144 528 39,310



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,097 4,378 23,176 △300 33,351

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △400 △400

 中間純利益 1,773 1,773

 連結子会社増加に伴う減少高 △2 △2

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

 株主資本以外の項目の 
  中間連結会計期間中の変動額 
  (純額)

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

― 0 1,370 △3 1,366

平成19年９月30日残高(百万円) 6,097 4,379 24,546 △304 34,718

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 7,291 △18 △103 7,168 468 40,988

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △400

 中間純利益 1,773

  連結子会社増加に伴う減少高 △2

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の変動額 
 (純額)

△422 4 340 △76 73 △3

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△422 4 340 △76 73 1,363

平成19年９月30日残高(百万円) 6,868 △13 236 7,092 541 42,352



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,097 4,374 19,875 △330 30,016

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △600 △600

 当期純利益 3,937 3,937

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得 △11 △11

 自己株式の処分 4 41 45

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― 4 3,301 29 3,335

平成19年３月31日残高(百万円) 6,097 4,378 23,176 △300 33,351

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,549 ― △245 8,303 484 38,804

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △600

 当期純利益 3,937

 利益処分による役員賞与 △35

 自己株式の取得 △11

 自己株式の処分 45

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額)

△1,257 △18 141 △1,134 △16 △1,151

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△1,257 △18 141 △1,134 △16 2,184

平成19年３月31日残高(百万円) 7,291 △18 △103 7,168 468 40,988



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 3,193 2,989 6,740

 ２ 減価償却費 1,109 1,273 2,396

 ３ 減損損失 ― 28 42

 ４ のれん償却額 121 121 243

 ５ 固定資産売却損 ― ― 15

 ６ 固定資産売却益 △1 △3 ―

 ７ 固定資産除却損 ― 147 25

 ８ 投資有価証券売却益 ― △118 △259

 ９ 投資有価証券評価損 ― 60 ―

 10 持分法による投資利益 △171 △175 △262

 11 貸倒損失 ― ― 9

 12 貸倒引当金の増減額 △107 1 △1,011

 13 役員退職慰労引当金の増減額 9 △386 41

 14 退職給付引当金の減少額 △104 △545 △668

 15 受取利息及び受取配当金 △174 △187 △321

 16 支払利息 292 328 585

 17 売上債権の増加額 △533 △709 △760

 18 その他流動資産の増減額 △441 △290 570

 19 仕入債務の増減額 1,164 △338 2,209

 20 その他流動負債の増減額 173 △35 △190

 21 役員賞与の支払額 △35 ― △35

 22 その他 185 204 70

    小計 4,679 2,364 9,440

 23 利息及び配当金の受取額 261 266 431

 24 利息の支払額 △273 △253 △598

 25 法人税等の支払額 △993 △1,592 △1,906

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,674 784 7,367

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △1,332 △1,429 △2,750

 ２ 有形固定資産の売却による収入 39 16 112

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △192 △310 △557

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △150 △189 △670

 ５ 投資有価証券の売却による収入 7 188 309

 ６ 関係会社株式の取得による支出 △98 △21 △113

 ７ 貸付による支出 △24 △33 △275

 ８ 貸付金の回収による収入 62 24 78

 ９ その他 61 100 △127

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,626 △1,654 △3,994



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入による収入 750 1,274 3,404

 ２ 短期借入金の返済による支出 △2,601 △1,205 △6,132

 ３ 長期借入による収入 2,202 835 4,703

 ４ 長期借入金の返済による支出 △852 △1,705 △1,873

 ５ 社債の償還による支出 △50 △50 △1,800

 ６ 親会社による配当金の支払額 △300 △399 △601

 ７ 自己株式の取得による支出 △5 △3 △11

 ８  ストックオプション行使による
   自己株式の処分による収入

39 ― 39

 ９ その他 △40 △16 169

 財務活動によるキャッシュ・フロー △857 △1,270 △2,101

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 125 67

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,174 △2,015 1,338

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 11,175 12,513 11,175

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金 
   同等物の増加額

― 88 ―

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末
  (期末)残高

12,349 10,586 12,513



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数       39社

主要な連結子会社の名称

㈱北海道日新、大進石油輸送

㈱、日新梱包㈱、日新産業㈱、

板橋運送㈱、NISSIN 

INTERNATIONAL TRANSPORT 

U.S.A.,INC.、NISSIN 

TRANSPORT GmbH、日新運輸倉庫

(香港)有限公司、NISSIN 

TRANSPORT(CANADA)INC.、 

NISSIN(U.K.)LTD.、日新エアー

カーゴ㈱、日新航空サービス

㈱、日中平和観光㈱、京浜不動

産㈱

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数       40社

主要な連結子会社の名称

㈱北海道日新、大進石油輸送

㈱、日新梱包㈱、日新産業㈱、

板橋運送㈱、NISSIN 

INTERNATIONAL TRANSPORT 

U.S.A.,INC.、NISSIN 

TRANSPORT GmbH、日新運輸倉庫

(香港)有限公司、NISSIN 

TRANSPORT(CANADA)INC.、 

NISSIN(U.K.)LTD.、日新エアー

カーゴ㈱、日新航空サービス

㈱、日中平和観光㈱、京浜不動

産㈱

(新規増加) 

㈱愛知日新 

上記１社については、重要性が

増加したため当中間連結会計期

間から連結の範囲に含めており

ます。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数       39社

主要な連結子会社の名称

㈱北海道日新、大進石油輸送

㈱、日新梱包㈱、日新産業㈱、

板橋運送㈱、NISSIN 

INTERNATIONAL TRANSPORT 

U.S.A.,INC.、NISSIN 

TRANSPORT GmbH、日新運輸倉庫

(香港)有限公司、NISSIN 

TRANSPORT(CANADA)INC.、 

NISSIN(U.K.)LTD.、日新エアー

カーゴ㈱、日新航空サービス

㈱、日中平和観光㈱、京浜不動

産㈱

(2) 主要な非連結子会社の名称等

日新興産㈱ 

 

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社はいずれも小規模

会社であり、合計の総資産、売

上高、中間純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、い

ずれも中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためで

あります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同   左

(連結の範囲から除いた理由)

同   左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同   左

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社はいずれも小規模

会社であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

１社

会社名 日新興産㈱

(2) 持分法を適用した関連会社数

７社

主要な会社名

原田港湾㈱、新栄運輸㈱、

丸新港運㈱

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

１社

同   左

(2) 持分法を適用した関連会社数

７社

主要な会社名

同   左

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

１社

同   左

(2) 持分法を適用した関連会社数

７社

主要な会社名

同   左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社名
NISSIN ABC LOGISTICS PVT.LTD.

北京三新冷蔵儲運有限公司

(持分法を適用していない理由)

持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外

しております。

(3) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社名

同   左

(持分法を適用していない理由)

同   左

(3) 持分法を適用していない非連結

子会社及び関連会社のうち主要

な会社名

同   左

(持分法を適用していない理由)

持分法非適用会社は、それぞれ

連結純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外して

おります。

(4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項

持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の中間会

計期間に係る中間財務諸表を使

用しております。当該中間決算

日と中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、必

要な調整を行うこととしており

ます。

(4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項

同   左

(4) 持分法の適用の手続について特

に記載する必要があると認めら

れる事項

持分法の適用会社のうち、決算

日が連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の事業年度に係

る財務諸表を使用しておりま

す。当該決算日と連結決算日と

の間に生じた重要な取引につい

ては、必要な調整を行うことと

しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、NISSIN

INTERNATIONAL TRANSPORT 

U.S.A.,INC.を含む在外の子会

社19社及び豊栄港運㈱の中間決

算日は6月30日であり、また、

横海陸運㈱の中間決算日は7月

31日であり、中間連結財務諸表

の作成にあたっては同日現在の

中間財務諸表を使用しておりま

す。いずれの会社も当該中間決

算日と中間連結決算日との間に

生じた重要な取引については連

結上必要な調整を行うこととし

ております。上記以外の連結子

会社は、全て中間決算日が9月

30日で、中間連結財務諸表提出

会社と同一であります。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同   左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社のうち、NISSIN

INTERNATIONAL TRANSPORT 

U.S.A.,INC.を含む在外の子会

社19社及び豊栄港運㈱の事業年

度の末日は12月31日であり、ま

た、横海陸運㈱の事業年度の末

日は1月31日であり、連結財務

諸表の作成にあたっては同日現

在の財務諸表を使用しておりま

す。いずれの会社も当該決算日

と連結決算日との間に生じた重

要な取引については連結上必要

な調整を行うこととしておりま

す。上記以外の連結子会社は、

全て決算日が3月31日で、連結

財務諸表提出会社と同一であり

ます。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

ａ満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によって

おります。

ｂその他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平

均法により算定しておりま

す。)

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

ａ満期保有目的の債券

同   左

ｂその他有価証券

時価のあるもの

同   左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

ａ満期保有目的の債券

同   左

ｂその他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平

均法により算定しておりま

す。)

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同   左

時価のないもの

同   左

②たな卸資産

主として貯蔵品は総平均法によ

る原価法によっております。

②たな卸資産

同   左

②たな卸資産

同   左

③デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

時価法によっております。

③デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

同   左

③デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

同   左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。なお、耐

用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

但し、在外子会社は主として定

額法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。なお、耐

用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

っております。但し、在外子会

社は主として定額法によってお

ります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。なお、耐

用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

ただし、在外子会社は主として

定額法によっております。

(会計処理の変更）  

法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当社及

び国内連結子会社は、当中間連

結会計期間から、平成19年４月

１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。こ

れに伴い、売上総利益５百万

円、営業利益、経常利益、税金

等調整前中間純利益及び中間純

利益が６百万円それぞれ減少し

ております。 

なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記

載しております。

（追加情報）  

当社及び国内連結子会社は、当

中間連結会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によって

おります。これに伴い、売上総

利益が33百万円、営業利益、経

常利益、税金等調整前中間純利

益及び中間純利益が36百万円そ

れぞれ減少しております。  

なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記

載しております。

②無形固定資産

定額法によっております。な

お、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基

準によっております。但し、ソ

フトウェア(自社利用)について

は、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によって

おります。

②無形固定資産

同   左

②無形固定資産

同   左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の回収不

能に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同   左

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同   左

②賞与引当金

従業員に対する賞与支給に充当

するため、支給見込額基準によ

り計上しております。

②賞与引当金

同   左

②賞与引当金

同   左

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(12年)による定額法によ

り按分した額を、費用処理する

こととしております。 

また、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(12年)に

よる定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

(追加情報)  

当社の適格退職年金制度は、平

成18年10月1日に終了し、確定

給付型企業年金制度へ移行いた

します。  

これに伴い、年金受給者確定部

分については、閉鎖型年金へ移

行するため、「退職給付制度の

移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年1

月31日 企業会計基準適用指針

第1号）を適用し、特別損失に

適格年金終了損59百万円を計上

しております。 

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(12年)による定額法によ

り按分した額を、費用処理する

こととしております。 

また、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(12年)に

よる定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（12年）による定額法に

より按分した額を、費用処理す

ることとしております。

また、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12年）

による定額法により按分した額

を、発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしておりま

す。

(追加情報)  

当社の適格退職年金制度は、平

成18年10月1日に終了し、確定

給付型企業年金制度へ移行いた

しました。  

これに伴い、年金受給者確定部

分については、閉鎖型年金へ移

行するため、「退職給付制度の

移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年1

月31日 企業会計基準適用指針

第1号）を適用し、特別損失に

適格年金終了損59百万円を計上

しております。 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に

基づく中間期末要支給額を計上

しております。

④役員退職慰労引当金

一部の連結子会社については、

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に

基づく中間期末要支給額を計上

しております。

(追加情報） 

当社は役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく中間期末要支給額

を計上しておりましたが、平成

19年６月27日開催の定時株主総

会において、役員退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給が決

議され、当中間連結会計期間末

日においては、退職慰労金の具

体的な金額や支給方法等が決定

されたことにより、役員退職慰

労引当金を全額取崩し、当中間

連結会計期間末日の未払額325

百万円を「長期未払金」に計上

しております。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に

基づく期末要支給額を計上して

おります。

⑤役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に充当す

るため、支給見込額に基づき、

当中間連結会計期間に見合う額

を計上しております。

⑤役員賞与引当金

同   左

⑤役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に充当す

るため、支給見込額に基づき、

当連結会計年度に見合う額を計

上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を行っ

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同   左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同   左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、先物為替予約等が

付されている外貨建金銭債権債

務等、通貨スワップについて

は、振当処理を行っておりま

す。また、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同   左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同   左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(先物為替予

約取引、通貨スワップ取引及び

金利スワップ取引)

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同   左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同   左

ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反

映されていないもの及びキャッ

シュ・フローが固定されその変

動が回避されるもの。

ヘッジ対象

同   左

ヘッジ対象

同   左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③ヘッジ方針

当社グループ(当社及び当社の

関係会社)は、その企業行動基

準の基本理念である堅実経営の

精神に則り、相場変動リスクに

晒される資産・負債に係るリス

クを回避する目的でデリバティ

ブ取引を行うこととし、かつ対

象資産・負債の限度内でのデリ

バティブ取引を行っておりま

す。

③ヘッジ方針

同   左

③ヘッジ方針

同   左

④ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ

対象とヘッジ手段の相場変動の

累計を比較し、両者の変動額等

を基礎にして判断しておりま

す。ただし、先物為替予約取引

については、ヘッジ対象である

外貨建債権債務の取引及び予定

取引に同一通貨建による同一金

額、同一期日の予約を付してい

るため振当処理を採用しており

ます。通貨スワップ取引につい

ては、想定元本ならびに元本の

受払日がヘッジ対象と同一であ

るため振当処理を採用しており

ます。金利スワップ取引のう

ち、社債と長期借入金に係るも

のについては、その想定元本、

利息の受払条件（利子率、利息

の受払日等）及び契約期間がヘ

ッジ対象と同一であるため特例

処理を行っております。

④ヘッジ有効性の評価方法

同   左

④ヘッジ有効性の評価方法

同   左

⑤その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

通常の営業取引に係る為替相場

変動リスク回避策の一手段とし

て、実需及び将来発生が予定さ

れる営業取引の一部について、

全体のポジション及び予想ポジ

ションを把握した後、同一通貨

建ポジション残高の範囲内にお

いて先物為替予約を実行してお

ります。なお、先物為替予約取

引、通貨スワップ取引及び金利

スワップ取引は、取引の都度社

内の承認手続きに則り承認を受

け実行しております。その結果

は取締役会に報告することにな

っております。

⑤その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同   左

⑤その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

同   左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同   左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同   左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到

来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価格の変

動について僅少なリスクしか負

わない短期的な投資でありま

す。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同   左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同   左



会計処理の変更 

  

 

  

表示方法の変更 

  

 
  

  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準第5号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は38,798百万円であ

ります。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結財務諸表は、改正後の中

間連結財務諸表規則により作成して

おります。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）  

当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。  

これによる損益に与える影響はあり

ません。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は40,539百万円であ

ります。  

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結財

務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

（役員賞与に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第4号）を適用しておりま

す。これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益は、そ

れぞれ17百万円減少しております。

───── （役員賞与に関する会計基準）  

当連結会計年度から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号）を適用しております。こ

れにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ

38百万円減少しております。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間にて、連結調整勘定と掲記されてい

たものは、当中間連結会計期間よりのれんと表示してお

ります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前中間連結会計期間にて、連結調整勘定の償却額と掲記

されていたものは、当中間連結会計期間よりのれん償却

額と表示しております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間において営

業活動によるキャッシュ・フロー「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。 

なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャッシ

ュ・フロー「その他」に含まれている「固定資産除却

損」は４百万円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

34,900

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

36,406

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

35,839

※２ 担保資産

(1) この内短期借入金38百万円、

一年以内に償還予定の社債

1,700百万円、長期借入金300

百万円の担保として財団抵当

に供しているものは次のとお

りであります。

建物及び構築物 505 (帳簿価額)

機械装置及び運搬具 16 (  〃  )

土地 128 (  〃  )

計 650 (帳簿価額)

 

※２ 担保資産

(1)       ―――――

 

※２ 担保資産

(1) この内短期借入金38百万円、

長期借入金280百万円の担保

として財団抵当に供している

ものは次のとおりでありま

す。

建物及び構築物 386 (帳簿価額)

(2) この内短期借入金1,579百万

円、長期借入金3,726百万円

の担保に供しているものは次

のとおりであります。

受取手形及び売掛金 2,473 (帳簿価額)

建物及び構築物 5,431 (  〃  )

機械装置及び運搬具 47 (  〃  )

土地 4,574 (  〃  )

投資有価証券 14 (  〃  )

計 12,541 (帳簿価額)  

(2) この内短期借入金1,552百万

円、長期借入金3,228百万円

の担保に供しているものは次

のとおりであります。

建物及び構築物 5,127 (帳簿価額)

機械装置及び運搬具 39 (  〃  )

土地 4,543 (  〃  )

投資有価証券 16 (  〃  )

計 9,726 (帳簿価額)

(2) この内短期借入金 1,612百万

円、長期借入金3,482百万円

の担保に供しているものは次

のとおりであります。

受取手形及び売掛金 2,868 (帳簿価額)

建物及び構築物 5,330 (  〃  )

機械装置及び運搬具 43 (  〃  )

土地 4,574 (  〃  )

投資有価証券 15 (  〃  )

計 12,832 (帳簿価額)

 

３ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。

㈱ワールド流通センター 1,192
㈱神戸港国際流通センター 953
青海流通センター㈱ 196
日栄運輸㈱ 150
日榮企業㈱ 96

NISSIN ABC LOGISTICS 
PVT.LTD. 
(25,000千INR）

65
 

エプソン日新トラベル 
ソリューションズ㈱

36

計 2,689

３ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。

横浜はしけ運送事業協同 

組合
1,350

㈱ワールド流通センター 1,056
㈱神戸港国際流通センター 869
青海流通センター㈱ 184
日栄運輸㈱ 150
日榮企業㈱ 83

NISSIN ABC LOGISTICS
PVT.LTD. 
(16,500千INR）

48

エプソン日新トラベル 
ソリューションズ㈱

35

計 3,777

 

３ 保証債務

連結会社以外の会社の金融機

関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。

㈱ワールド流通センター 1,118
㈱神戸港国際流通センター 911
青海流通センター㈱ 190

日栄運輸㈱ 150
日榮企業㈱ 89
NISSIN ABC LOGISTICS 
PVT.LTD. 
(18,891千INR)

51

エプソン日新トラベル 
ソリューションズ㈱

34

計 2,546

※４ 当中間連結会計期間末日は金

融機関の休日でありますが、

手形満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。当中間連結会計期間末日

満期手形の金額は次のとおり

であります。

受取手形 202

支払手形 60

※４ 当中間連結会計期間末日は金

融機関の休日でありますが、

手形満期日に決済が行われた

ものとして処理しておりま

す。当中間連結会計期間末日

満期手形の金額は次のとおり

であります。

受取手形 61

支払手形 20

※４ 当連結会計年度末日は金融機

関の休日でありますが、手形

満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当

連結会計年度末日満期手形の

金額は次のとおりでありま

す。

受取手形 69

支払手形 20

５ 受取手形裏書譲渡高

―――――

５ 受取手形裏書譲渡高

3

５ 受取手形裏書譲渡高

8



次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

貸倒引当金繰入額 38

給料手当 5,556

賞与引当金繰入額 928

役員賞与引当金繰入額 17

退職給付費用 224

役員退職慰労引当金繰入額 34

事務所費 1,417

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

貸倒引当金繰入額 14

給料手当 6,589

賞与引当金繰入額 984

役員賞与引当金繰入額 19

退職給付費用 256

役員退職慰労引当金繰入額 27

事務所費 1,571

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額

貸倒引当金繰入額 87

給料手当 12,363

賞与引当金繰入額 882

役員賞与引当金繰入額 38

退職給付費用 491

役員退職慰労引当金繰入額 67

事務所費 2,647

※２ 固定資産売却益 

固定資産売却益のうち、主な

ものは機械装置及び運搬具１

百万円であります。

※２ 固定資産売却益 

固定資産売却益のうち、主な

ものは機械装置及び運搬具３

百万円であります。

―――――

※３ 固定資産除却損 

固定資産除却損のうち、主な

ものはその他（工具器具備

品）２百万円、機械装置及び

運搬具１百万円であります。

※３ 固定資産除却損 

固定資産除却損のうち、主な

ものは撤去費用117百万円、

機械装置及び運搬具17百万

円、建物及び構築物12百万円

であります。

※３ 固定資産除却損 

固定資産除却損のうち、主な

ものは建物及び構築物19百万

円であります。

――――― ――――― ※４ 固定資産売却損 

固定資産売却損のうち、主な

ものは工具器具備品15百万円

であります。

 

―――――

 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失

を計上しております。

用 途 場 所 種 類
減損
損失

事業用 
資産

北海道
札幌市

建物及び
構築物他

28

当社グループは、事業用資産

については管理会計上の収益

管理単位で、賃貸資産および

遊休資産については個別物件

単位でグルーピングしており

ます。 

事業計画の変更に伴って将来

の使用見込が無くなった事業

用資産について、その帳簿価

額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額（28百万円）

を減損損失として計上してお

ります。 

なお、回収可能価額は、他へ

の転用や売却が困難であるこ

とから零円としております。

 

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上

しております。

用 途 場 所 種 類
減損
損失

事業用
資産

兵庫県 
神戸市

建物他 29

賃貸資産
神奈川県 
横浜市

建物他 12

合計 42

当社グループは、事業用資産

については管理会計上の収益

管理単位で、賃貸資産および

遊休資産については、個別物

件単位でグルーピングしてお

ります。 

事業計画の変更に伴って将来

の使用見込みが無くなった事

業用資産および賃貸資産につ

いて、その帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少

額（42百万円）を減損損失と

して計上しております。 

なお、回収可能価額は、他へ

の転用や売却が困難であるこ

とから零円としております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買取りによる増加                      12千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買増し請求による減少                     1千株 

         ストック・オプション制度における権利行使による処分        165千株 
  
２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 
  
  
  
  
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買取りによる増加                          9千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買増し請求による減少                     0千株 
  
２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 

 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式 
 普通株式(千株)

101,363 ─ ─ 101,363

自己株式 
 普通株式(千株)

1,520 12 166 1,367

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 300 3.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 300 3.0 平成18年９月30日 平成18年12月８日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式 
 普通株式(千株)

101,363 ─ ─ 101,363

自己株式 
 普通株式(千株)

1,363 9 0 1,371

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
取締役会

普通株式 400 4.0 平成19年３月31日 平成19年６月12日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月12日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 350 3.5 平成19年９月30日 平成19年12月10日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式及び自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買取りによる増加                         25千株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

         単元未満株式の買増し請求による減少                     1千株 

         ストック・オプション制度における権利行使による処分        165千株 
  
２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式 
 普通株式(千株)

101,363 ─ ─ 101,363

自己株式 
 普通株式(千株)

1,520 25 182 1,363

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 300 3.0 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 300 3.0 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月25日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 400 4.0 平成19年３月31日 平成19年６月12日



次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 12,304

有価証券勘定 96

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金

△50

現金及び現金同等物 12,349
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 10,579

有価証券勘定 86

預入期間が３ヵ月を超える
定期預金

△79

現金及び現金同等物 10,586

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 11,981

有価証券勘定 686

うち、現金同等物に含まれ 
ない有価証券

△100

預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金

△54

現金及び現金同等物 12,513



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

（単位 百万円） 

   

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額

相当額

減価償却

累計額 

相当額

中間期末

残高 

相当額

建物 

及び構築物
164 44 119

機械装置 

及び運搬具
2,264 1,181 1,083

その他 858 519 338

合計 3,287 1,745 1,541

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額

相当額

減価償却

累計額 

相当額

中間期末

残高 

相当額

建物 

及び構築物
186 59 127

機械装置 

及び運搬具
2,896 1,357 1,538

その他 871 517 353

合計 3,954 1,934 2,019

同   左
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額

相当額

減価償却

累計額 

相当額

期末残高

相当額

建物 

及び構築物
179 61 118

機械装置 

及び運搬具
2,623 1,416 1,206

その他 827 575 252

合計 3,630 2,053 1,577

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

 

(2) 未経過リース料

    中間期末残高相当額

１年内 525

１年超 1,015

合計 1,541

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

 

(2) 未経過リース料

    中間期末残高相当額

１年内 595

１年超 1,424

合計 2,019

同   左
 

(2) 未経過リース料

    期末残高相当額

１年内 556

１年超 1,021

合計 1,577

なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。

(3) 支払リース料及び

    減価償却費相当額

支払リース料 266

減価償却費相当額 266

(3) 支払リース料及び

    減価償却費相当額

支払リース料 296

減価償却費相当額 296

(3) 支払リース料及び

    減価償却費相当額

支払リース料 604

減価償却費相当額 604

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同   左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同   左

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 546

１年超 1,232

合計 1,779

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 833

１年超 3,184

合計 4,018

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 742

１年超 2,804

合計 3,547



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

区分

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差額
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円)

時価 
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

   国債・地方債等 99 104 4 ― ― ― 99 102 2

区分
取得原価 
(百万円)

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価 
(百万円)

連結貸借 
対照表 
計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

(2) その他有価証券

   株式 4,525 17,118 12,592 5,116 16,722 11,605 4,976 17,293 12,316

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日)

内容
中間連結貸借対照表  中間連結貸借対照表  連結貸借対照表 

計上額(百万円） 計上額(百万円）  計上額(百万円）

その他有価証券

① 非上場株式 1,073 1,033 1,075

② マネー・マネージメント・
ファンド等

96 86 86

③ 譲渡性預金 ― ― 500

合計 1,169 1,120 1,662



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 なお、先物為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれも

ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

  

  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

 なお、先物為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれも

ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

  

  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 なお、先物為替予約取引、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、いずれも

ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 
  

  

(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

  

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、役務の種類・類似性を考慮して国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業に

区分しております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1) 国内物流事業・・・自動車運送、倉庫、構内作業他 

(2) 国際物流事業・・・国際一貫輸送、港湾運送、航空貨物輸送、海外物流他 

(3) 旅行業及びその他の事業・・・旅行業、不動産業他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,193百万円であり、その主な

ものは中間連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、役務の種類・類似性を考慮して国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業に

区分しております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1) 国内物流事業・・・自動車運送、倉庫、構内作業他 

(2) 国際物流事業・・・国際一貫輸送、港湾運送、航空貨物輸送、海外物流他 

(3) 旅行業及びその他の事業・・・旅行業、不動産業他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,850百万円であり、その主な

ものは中間連結財務諸表提出会社の一般管理費であります。 

国内物流事業 
(百万円)

国際物流事業
(百万円)

旅行業及び
その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

19,212 63,997 26,482 109,692 ― 109,692

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,631 384 147 2,163 (2,163) ―

計 20,844 64,381 26,630 111,856 (2,163) 109,692

営業費用 19,806 60,578 26,363 106,748 6 106,754

営業利益 1,038 3,803 266 5,108 (2,170) 2,937

国内物流事業 
(百万円)

国際物流事業
(百万円)

旅行業及び
その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

19,118 68,944 28,814 116,876 ─ 116,876

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,455 316 239 2,012 (2,012) ─

計 20,573 69,260 29,053 118,888 (2,012) 116,876

営業費用 19,692 65,743 28,747 114,183   (183) 113,999

営業利益 881 3,516 306 4,704 (1,828) 2,876



４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（会計処理の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、当中間連結会計期間より平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。これに伴い、当中間連結会計期間における営業費用は、「国内

物流事業」４百万円、「国際物流事業」１百万円、「旅行業及びその他の事業」０百万円、「全社」で

０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

  なお、「中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に

よっております。これに伴い、当中間連結会計期間における営業費用は「国内物流事業」30百万円、

「国際物流事業」３百万円、「旅行業及びその他の事業」０百万円、「全社」で１百万円増加し、営業

利益がそれぞれ同額減少しております。 

５ 事業区分の方法の変更 

提出会社の事業区分の方法につきましては、今期より不動産開発室を新設の上、所有土地の有効活用を

図っており、当中間連結会計期間から開始した物流事業以外の用途に係る不動産賃貸については、その

他事業に含めております。また、これに伴い、従来国内物流事業に含めておりました物流施設に付帯す

る駐車場賃貸も当該土地の再開発計画に着手したことから、物流事業と区分してその他の事業に含めて

表示することに変更しております。 

なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりであります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

国内物流事業 
(百万円)

国際物流事業
(百万円)

旅行業及び
その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

19,181 68,944 28,750 116,876 ― 116,876

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,471 316 186 1,974 (1,974) ―

計 20,652 69,260 28,937 118,851 (1,974) 116,876

営業費用 19,680 65,743 28,721 114,146 (146) 113,999

営業利益 972 3,516 215 4,704 (1,828) 2,876



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、役務の種類・類似性を考慮して国内物流事業、国際物流事業、旅行業及びその他の事業に

区分しております。 

２ 各事業の主要な内容 

(1) 国内物流事業・・・自動車運送、倉庫、構内作業他 

(2) 国際物流事業・・・国際一貫輸送、港湾運送、航空貨物輸送、海外物流他 

(3) 旅行業及びその他の事業・・・旅行業、不動産業他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,066百万円であり、連結財務

諸表提出会社の一般管理費であります。 

  

国内物流事業 
(百万円)

国際物流事業
(百万円)

旅行業及び
その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

38,235 130,184 51,750 220,170 ─ 220,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,946 693 325 3,965 (3,965) ─

計 41,182 130,878 52,075 224,136 (3,965) 220,170

営業費用 39,190 123,150 51,709 214,050 48 214,099

営業利益 1,992 7,727 366 10,085 (4,014) 6,071



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた金額は全て消去に係るものであります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた金額は全て消去に係るものであります。 

４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重要な減

価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（会計処理の変更）」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、当中間連結会計期間より平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。これに伴い、当中間連結会計期間における営業費用は、「日

本」で６百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  なお、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (2) 重

要な減価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（追加情報）」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっております。これに伴い、当中間連結会計期間における営業費

用は「日本」で36百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

93,844 6,142 9,705 109,692 ― 109,692

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,307 515 1,015 2,838 (2,838) ―

計 95,151 6,658 10,721 112,531 (2,838) 109,692

営業費用 93,047 6,447 10,099 109,594 (2,840) 106,754

営業利益 2,103 211 621 2,936 1 2,937

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

99,442 6,752 10,681 116,876 ─ 116,876

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,752 584 814 3,151 (3,151) ─

計 101,195 7,337 11,495 120,028 (3,151) 116,876

営業費用 98,830 7,172 11,149 117,153 (3,153) 113,999

営業利益 2,364 164 346 2,875 1 2,876



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた金額は全て消去に係るものであります。 

  

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

186,905 12,390 20,875 220,170 ─ 220,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,421 1,041 2,023 6,487 (6,487) ─

計 190,326 13,431 22,899 226,657 (6,487) 220,170

営業費用 185,897 13,036 21,662 220,596 (6,497) 214,099

営業利益 4,429 395 1,237 6,061 10 6,071



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(但し、連結会社間の内部売上高を除く。) 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(但し、連結会社間の内部売上高を除く。) 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・米国、カナダ他 

(2) その他の地域・・・中国、タイ、マレーシア、ドイツ、英国他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

(但し、連結会社間の内部売上高を除く。) 

  

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,155 16,365 25,521

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 109,692

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

8.35 14.92 23.27

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,919 17,278 26,198

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 116,876

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

7.63 14.78 22.42

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 17,589 32,997 50,587

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 220,170

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

7.99 14.99 22.98



(１株当たり情報) 

  

 
(注）１．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

３．１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 387円84銭 １株当たり純資産額 418円14銭 １株当たり純資産額 405円21銭

１株当たり中間純利益 19円24銭 １株当たり中間純利益 17円74銭 １株当たり当期純利益 39円38銭

前中間連結会計期間末
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円） 39,310 42,352 40,988

普通株式に係る純資産額(百万円） 38,782 41,810 40,520

差額の主な内訳(百万円）

 少数株主持分 528 541 468

普通株式の発行済株式数（千株） 101,363 101,363 101,363

普通株式の自己株式数（千株） 1,367 1,371 1,363

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株）

99,996 99,991 100,000

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益（百万円） 1,923 1,773 3,937

普通株式に係る中間（当期）純利益
(百万円）

1,923 1,773 3,937

普通株式の期中平均株式数（千株） 99,960 99,994 99,978



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

(区分)
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
（％）

金額(百万円)
構成比
（％）

金額(百万円)
構成比
（％）

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,469 3,291 3,955

 ２ 受取手形 ※４ 655 497 499

 ３ 売掛金 20,639 22,384 21,896

 ４ 有価証券 86 86 686

 ５ たな卸資産 35 30 20

 ６ 繰延税金資産 599 586 562

 ７ その他 ※５ 5,138 4,623 4,301

   貸倒引当金 △303 △242 △115

   流動資産合計 32,320 37.9 31,258 36.9 31,808 37.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物 11,669 12,000 12,338

  (2) 土地 8,644 8,790 8,585

  (3) その他 3,061 2,250 2,362

   有形固定資産合計 23,375 27.4 23,040 27.2 23,286 27.2

 ２ 無形固定資産 3,738 4.4 3,965 4.7 3,849 4.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 21,436 21,380 21,932

  (2) 出資金 1,239 1,210 1,238

  (3) その他 4,666 5,547 5,252

    貸倒引当金 △132 △793 △896

    投資損失引当金 △1,358 △913 △913

   投資その他の資産合計 25,851 30.3 26,432 31.2 26,613 31.1

   固定資産合計 52,965 62.1 53,438 63.1 53,749 62.8

   資産合計 85,285 100.0 84,697 100.0 85,557 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

(区分)
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
（％）

金額(百万円)
構成比
（％）

金額(百万円)
構成比
（％）

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 12,794 14,301 13,861

 ２ 短期借入金 ※２ 8,673 10,964 9,573

 ３ 一年以内に償還予定の社債 ※２ 1,800 600 100

 ４ 未払法人税等 867 531 1,192

 ５ 賞与引当金 925 1,000 871

 ６ 役員賞与引当金 17 19 38

 ７ その他 3,329 2,904 2,984

   流動負債合計 28,407 33.3 30,320 35.8 28,621 33.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 650 50 600

 ２ 長期借入金 ※２ 13,502 11,547 13,365

 ３ 繰延税金負債 3,059 3,811 3,799

 ４ 退職給付引当金 2,212 1,042 1,641

 ５ 役員退職慰労引当金 343 ― 363

 ６ 長期未払金 ― 325 ―

 ７ その他 830 858 792

   固定負債合計 20,599 24.2 17,636 20.8 20,562 24.0

   負債合計 49,006 57.5 47,956 56.6 49,183 57.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 6,097 7.1 6,097 7.2 6,097 7.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 4,366 4,366 4,366

  (2) その他資本剰余金 20 20 20

   資本剰余金合計 4,387 5.1 4,387 5.2 4,387 5.1

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,524 1,524 1,524

  (2) その他利益剰余金

    特別償却準備金 1 0 0

    買換資産積立金 1,659 1,542 1,581

    収用等圧縮積立金 259 259 259

    別途積立金 11,000 12,000 11,000

    繰越利益剰余金 4,192 4,363 4,565

   利益剰余金合計 18,637 21.9 19,690 23.2 18,930 22.1

 ４ 自己株式 △248 △0.3 △258 △0.3 △254 △0.3

   株主資本合計 28,872 33.8 29,916 35.3 29,161 34.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価差額金 7,422 8.7 6,837 8.1 7,230 8.5

 ２ 繰延ヘッジ損益 △16 △0.0 △13 △0.0 △18 △0.0

   評価・換算差額等合計 7,405 8.7 6,823 8.1 7,212 8.5

   純資産合計 36,278 42.5 36,740 43.4 36,373 42.5

   負債純資産合計 85,285 100.0 84,697 100.0 85,557 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 65,887 100.0 69,484 100.0 132,893 100.0

Ⅱ 売上原価 59,485 90.3 62,123 89.4 119,536 89.9

   売上総利益 6,402 9.7 7,361 10.6 13,357 10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,758 7.2 5,546 8.0 9,769 7.4

   営業利益 1,643 2.5 1,815 2.6 3,587 2.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 38 48 107

 ２ 受取配当金 269 402 492

 ３ その他 173 481 0.7 181 632 0.9 431 1,031 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 222 228 454

 ２ その他 8 231 0.3 39 268 0.4 60 515 0.4

   経常利益 1,893 2.9 2,179 3.1 4,104 3.1

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 73 259

 ２ 投資損失引当金戻入益 ― ― 465

 ３ 残余財産分配金 ― ― ― ― 73 0.2 9 733 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ― 147 ―

 ２ 投資有価証券評価損 ― 60 ―

 ３ 貸倒引当金繰入額 0 27 513

 ４ 減損損失 ※１ ― 12 42

 ５ 適格年金終了損 59 ― 59

 ６ 投資損失引当金繰入額 ― ― 20

 ７ ゴルフ会員権退会損 3 63 0.1 ― 247 0.4 3 638 0.5

   税引前中間(当期)純利益 1,830 2.8 2,005 2.9 4,199 3.2

   法人税、住民税及び事業税 868 590 1,733

   法人税等調整額 △104 764 1.2 254 845 1.2 805 2,539 2.0

   中間(当期)純利益 1,065 1.6 1,160 1.7 1,660 1.2



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

 
  

 
  

株  主  資  本

資本金

資 本 剰 余 金

資本準備金
その他資本 

剰余金
資本 

剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,097 4,366 16 4,383

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額

 買換資産積立金取崩額

 買換資産積立金積立額

 別途積立金積立額

 剰余金の配当

 中間純利益

 利益処分による役員賞与

 自己株式の取得

 自己株式の処分 3 3

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 3 3

平成18年９月30日残高(百万円) 6,097 4,366 20 4,387

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益 
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計

特別償却 
準備金

買換資産 
積立金

収用等圧縮 
積立金

別途 
積立金

繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,524 3 1,683 259 10,000 4,436 17,906

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額 △1 1 ―

 買換資産積立金取崩額 △78 78 ―

 買換資産積立金積立額 54 △54 ―

 別途積立金積立額 1,000 △1,000 ―

 剰余金の配当 △300 △300

 中間純利益 1,065 1,065

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △1 △23 ― 1,000 △244 730

平成18年９月30日残高(百万円) 1,524 1 1,659 259 11,000 4,192 18,637



 
  

株 主 資 本 評 価・換 算 差 額 等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △278 28,108 8,482 ― 8,482 36,591

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額 ― ―

 買換資産積立金取崩額 ― ―

 買換資産積立金積立額 ― ―

 別途積立金積立額 ― ―

 剰余金の配当 △300 △300

 中間純利益 1,065 1,065

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得 △5 △5 △5

 自己株式の処分 35 39 39

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△1,060 △16 △1,076 △1,076

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

30 764 △1,060 △16 △1,076 △312

平成18年９月30日残高(百万円) △248 28,872 7,422 △16 7,405 36,278



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  

 
  

 
  

株  主  資  本

資本金

資 本 剰 余 金

資本準備金
その他資本 

剰余金
資本 

剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 6,097 4,366 20 4,387

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額

 買換資産積立金取崩額

 別途積立金積立額

 剰余金の配当

 中間純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― 0 0

平成19年９月30日残高(百万円) 6,097 4,366 20 4,387

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益 
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計

特別償却 
準備金

買換資産 
積立金

収用等圧縮 
積立金

別途 
積立金

繰越利益 
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,524 0 1,581 259 11,000 4,565 18,930

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額 △0 0 ―

 買換資産積立金取崩額 △39 39 ―

 別途積立金積立額 1,000 △1,000 ―

 剰余金の配当 △400 △400

 中間純利益 1,160 1,160

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― △0 △39 ― 1,000 △201 759

平成19年９月30日残高(百万円) 1,524 0 1,542 259 12,000 4,363 19,690



 
  

株 主 資 本 評 価・換 算 差 額 等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △254 29,161 7,230 △18 7,212 36,373

中間会計期間中の変動額

 特別償却準備金取崩額 ― ―

 買換資産積立金取崩額 ― ―

 別途積立金積立額 ― ―

 剰余金の配当 △400 △400

 中間純利益 1,160 1,160

 自己株式の取得 △3 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△393 4 △388 △388

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△3 755 △393 4 △388 366

平成19年９月30日残高(百万円) △258 29,916 6,837 △13 6,823 36,740



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

株  主  資  本

資本金

資 本 剰 余 金

資本準備金
その他資本 

剰余金
資本 

剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 6,097 4,366 16 4,383

 事業年度中の変動額

 特別償却準備金取崩額

 買換資産積立金取崩額

 買換資産積立金積立額

 別途積立金積立額

 剰余金の配当

 当期純利益

 利益処分による役員賞与

 自己株式の取得

 自己株式の処分 3 3

 株主資本以外の項目の事業年度 

 中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 3 3

平成19年３月31日残高(百万円) 6,097 4,366 20 4,387

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利益 
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計

特別償却 
準備金

買換資産 
積立金

収用等圧縮 
積立金

別途 
積立金

繰越利益 
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,524 3 1,683 259 10,000 4,436 17,906

事業年度中の変動額

 特別償却準備金取崩額 △3 3 ―

 買換資産積立金取崩額 △ 156 156 ―

 買換資産積立金積立額 54 △54 ―

 別途積立金積立額 1,000 △1,000 ―

 剰余金の配当 △600 △600

 当期純利益 1,660 1,660

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得

 自己株式の処分

 株主資本以外の項目の事業年度 

 中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― △3 △101 ― 1,000 129 1,024

平成19年３月31日残高(百万円) 1,524 0 1,581 259 11,000 4,565 18,930



次へ 

 
  

株 主 資 本 評 価・換 算 差 額 等

純資産合計
自己株式

株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) △278 28,108 8,482 ― 8,482 36,591

事業年度中の変動額

 特別償却準備金取崩額 ― ―

 買換資産積立金取崩額 ― ―

 買換資産積立金積立額 ― ―

 別途積立金積立額 ― ―

 剰余金の配当 △600 △600

 当期純利益 1,660 1,660

 利益処分による役員賞与 △35 △35

 自己株式の取得 △11 △11 △11

 自己株式の処分 35 39 39

 株主資本以外の項目の事業年度 

 中の変動額(純額)
△1,251 △18 △1,270 △1,270

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

24 1,052 △1,251 △18 △1,270 △217

平成19年３月31日残高(百万円) △254 29,161 7,230 △18 7,212 36,373



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっ

ております。

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によ

っております。

その他有価証券

時価のあるもの

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法によっており

ます。(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定しております。)

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同   左

子会社株式及び関連会社株式

同   左

その他有価証券

時価のあるもの

同   左

１ 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

同   左

子会社株式及び関連会社株式

同   左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法によっておりま

す。(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により

算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

同   左

時価のないもの

同   左

(2) たな卸資産

総平均法による原価法によって

おります。

(2) たな卸資産

同   左

(2) たな卸資産

同   左

(3) デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

時価法によっております。

(3) デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

同   左

(3) デリバティブ取引により生ずる

正味の債権及び債務

同   左

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。 

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(会計処理の変更) 

法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、当中間

会計期間から平成19年４月１日

以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。これ

に伴い、売上総利益、営業利

益、経常利益、税引前中間純利

益及び中間純利益が４百万円そ

れぞれ減少しております。

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を除く)は定

額法、建物以外については定率

法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっており

ます。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(追加情報) 

当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで

償却が終了した翌年から５年間

で均等償却する方法によってお

ります。これに伴い、売上総利

益が23百万円、営業利益、経常

利益、税引前中間純利益及び中

間純利益が25百万円それぞれ減

少しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

(2) 無形固定資産

同   左

(2) 無形固定資産

同   左

(3) 長期前払費用

均等償却によっております。

なお、償却期間については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

(3) 長期前払費用

同   左

(3) 長期前払費用

同   左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金、貸付金等債権の回収不

能に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同   左

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同   左

(2) 投資損失引当金

関係会社の投資に係る損失に備

えるため、当該会社の財政状態

の実情を勘案した見込額を計上

しております。

(2) 投資損失引当金

同   左

(2) 投資損失引当金

同   左

(3) 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に充当

するため、支給見込額基準によ

り計上しております。

(3) 賞与引当金

同   左

(3) 賞与引当金

同   左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(12年)による定額法によ

り按分した額を費用処理するこ

ととしております。

また、数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による定額法

により按分した額を、発生の翌

期から費用処理することとして

おります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(12年)による定額法によ

り按分した額を費用処理するこ

ととしております。

また、数理計算上の差異につい

ては、各期の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による定額法

により按分した額を、発生の翌

期から費用処理することとして

おります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当期末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

なお、過去勤務債務について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

年数(12年)による定額法により

按分した額を、費用処理するこ

ととしております。また、数理

計算上の差異については、各期

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年数

(12年)による定額法により按分

した額を、発生の翌期から費用

処理することとしております。

(追加情報）

当社の適格退職年金制度は、平

成18年10月1日に終了し、確定

給付型企業年金制度へ移行いた

します。  

これに伴い、年金受給者確定部

分については、閉鎖型年金へ移

行するため、「退職給付制度の

移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年1

月31日 企業会計基準適用指針

第1号）を適用し、特別損失に

適格年金終了損59百万円を計上

しております。

(追加情報）

当社の適格退職年金制度は、平

成18年10月１日に終了し、確定

給付型企業年金制度へ移行いた

しました。  

これに伴い、年金受給者確定部

分については、閉鎖型年金へ移

行するため、「退職給付制度の

移行等に関する会計処理」（企

業会計基準委員会 平成14年１

月31日 企業会計基準適用指針

第1号）を適用し、特別損失に

適格年金終了損59百万円を計上

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に

基づく中間期末要支給額を計上

しております。

(5) 役員退職慰労引当金

─────

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に

基づく期末要支給額を計上して

おります。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(追加情報) 

当社は役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰労金

内規に基づく中間期末要支給額

を計上しておりましたが、平成

19年６月27日開催の定時株主総

会において、役員退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給が決

議され、当中間会計期間末日に

おいては、退職慰労金の具体的

な金額や支給方法等が決定され

たことにより、役員退職慰労引

当金を全額取崩し、当中間会計

期間末日の未払額325百万円を

「長期未払金」に計上しており

ます。

(6) 役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に充当す

るため、支給見込額に基づき、

当中間会計期間に見合う額を計

上しております。

(6) 役員賞与引当金

同   左

(6) 役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に充当す

るため、支給見込額に基づき、

当事業年度に見合う額を計上し

ております。

４ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じて会計処理を行っ

ております。

４ リース取引の処理方法

同   左

４ リース取引の処理方法

同   左

５ ヘッジ会計の方法

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

５ ヘッジ会計の方法

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

５ ヘッジ会計の方法

(1) 繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方

法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、通貨スワップにつ

いては、振当処理を採用し、特

例処理の要件を満たす金利スワ

ップについては、特例処理を採

用しております。

同   左 同   左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段 

デリバティブ取引(通貨スワッ

プ取引及び金利スワップ取引)

同   左 同   左

ヘッジ対象 ヘッジ対象 ヘッジ対象

相場変動等による損失の可能性

があり、相場変動等が評価に反

映されていないもの及びキャッ

シュ・フローが固定されその変

動が回避されるもの。

同   左 同   左 
 



次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) ヘッジ方針

当社は、その企業行動基準の基

本理念である堅実経営の精神に

則り、相場変動リスクに晒され

る資産・負債に係るリスクを回

避する目的でデリバティブ取引

を行うこととし、かつ対象資

産・負債の限度内でのデリバテ

ィブ取引を行っております。

(3) ヘッジ方針

同   左

(3) ヘッジ方針

同   左

(4) ヘッジ有効性の評価方法 (4) ヘッジ有効性の評価方法 (4) ヘッジ有効性の評価方法

ヘッジ開始時から有効性判定の

時点までの期間において、ヘッ

ジ対象とヘッジ手段の相場変動

の累計を比較し、両者の変動額

等を基礎にして判断しておりま

す。ただし、通貨スワップ取引

については、ヘッジ対象である

想定元本ならびに元本の受払日

が同一であるため振当処理を採

用しております。金利スワップ

取引のうち、社債と長期借入金

に係わるものについては、その

想定元本、利息の受払条件（利

子率、利息の受払日等）及び契

約期間がヘッジ対象と同一であ

るため特例処理を行っておりま

す。

同   左 同   左

(5) その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

(5) その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

(5) その他のリスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの

通貨スワップ取引及び金利スワ

ップ取引は、取引の都度社内の

承認手続きに則り承認を受け実

行しております。その結果は取

締役会に報告することになって

おります。

同   左 同   左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理に関する事項

消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理に関する事項

同   左

消費税等の会計処理に関する事項

同   左



会計処理の変更  

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は36,294百万円であ

ります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は36,392百万円であ

ります。

（役員賞与に関する会計基準） ───── （役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間から「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号）を適用しております。こ

れにより営業利益、経常利益及び税

引前中間純利益は、それぞれ17百万

円減少しております。

当事業年度から、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。これに

より営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ38百万円減

少しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

26,565

※１ 有形固定資産減価償却累計額

27,231

※１ 有形固定資産減価償却累計額

27,123

※２ 担保資産

(1) この内短期借入金38百万円、

一年以内に償還予定の社債

1,700百万円、長期借入金300

百万円の担保として財団抵当

に供しているものは、次のと

おりであります。

建物 470 (帳簿価格)

土地 128 (  〃  )

その他 50 (  〃  )

計 650 (帳簿価格)

 

※２ 担保資産

─────

 

※２ 担保資産

(1) この内短期借入金38百万円、

長期借入金280百万円の担保

として財団抵当に供している

ものは、次のとおりでありま

す。

建物 386 (帳簿価格)

 

(2）この内短期借入金342百万

円、長期借入金2,911百万円

の担保に供しているものは、

次のとおりであります。

建物 4,590 (帳簿価格)

土地 2,945 (  〃  )

その他 117 (  〃  )

計 7,653 (帳簿価格)
 

(2）この内短期借入金342百万

円、長期借入金2,569百万円

の担保に供しているものは、

次のとおりであります。

建物 4,348 (帳簿価格)

土地 2,945 (  〃  )

その他 99 (  〃  )

計 7,393 (帳簿価格)
 

(2）この内短期借入金342百万

円、長期借入金2,740百万円

の担保に供しているものは、

次のとおりであります。

建物 4,467 (帳簿価格)

土地 2,945 (  〃  )

その他 108 (  〃  )

計 7,521 (帳簿価格)



（単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

３ 保証債務

下記の会社の金融機関借入金

等について債務の保証を行っ

ております。

㈱ワールド流通センター 1,192

NISSIN(U.K.)LTD.  
(4,807千STG￡)

1,062

㈱神戸港国際流通センター  953

NISSIN TRANSPORT 
G.m.b.H. 
(4,724千EUR)

707

日新航空サービス㈱  700

青海流通センター㈱  196

日栄運輸㈱  150

SIAM NISTRANS  
CO.,LTD.  
(37,197千TBAT)

 116

NISSIN TRANSPORT  
(S)PTE.LTD.  
(1,530千S$)

 113

日榮企業㈱    96

NISSIN ABC LOGISTICS 
PVT.LTD 
(25,000千INR)

  65

NISTRANS(M)SDN.BHD  
(761千M＄)

 24

NISSIN TRANSPORTES  
(ESPANA)S.A.  
(124千EUR)

  18

NISSIN TRANSPORT  
(CANADA)INC.  
(30千CAN$)

  3

計 5,400

 

３ 保証債務

下記の会社の金融機関借入金

等について債務の保証を行っ

ております。

NISSIN(U.K.)LTD. 
(4,567千STG￡)

1,069

㈱ワールド流通センター 1,056

㈱神戸港国際流通センター 869

NISSIN TRANSPORT
G.m.b.H. 
(3,530千EUR)

576

日新航空サービス㈱ 700

NISTRANS(M)SDN.BHD 
(6,005千M＄)

202

青海流通センター㈱ 184

SIAM NISTRANS 
CO.,LTD.  
(46,700千TBAT)

171

日栄運輸㈱ 150

日榮企業㈱ 83

NISSIN TRANSPORT 
(S)PTE.LTD.  
(730千S$)

56

NISSIN ABC LOGISTICS 
PVT.LTD 
(16,500千INR)

48

NISSIN TRANSPORTES 
(ESPANA)S.A.  
(128千EUR)

21

計 5,190
 

３ 保証債務

下記の会社の金融機関借入金

等について債務の保証を行っ

ております。

㈱ワールド流通センター 1,118

NISSIN(U.K.)LTD. 
(4,687千STG￡)

1,086

㈱神戸港国際流通センター 911

日新航空サービス㈱ 700

NISSIN TRANSPORT 
G.m.b.H. 
(4,293千EUR)

675

青海流通センター㈱ 190

SIAM NISTRANS 
CO.,LTD. 
(46,700千TBAT)

171

日栄運輸㈱ 150

日榮企業㈱ 89

NISSIN TRANSPORT  
(S)PTE.LTD.  
(1,130千S$)

87

NISSIN ABC LOGISTICS 
PVT.LTD. 
(18,891千INR）

51

NISTRANS(M)SDN.BHD  
(761千M$)

26

NISSIN TRANSPORTES 
(ESPANA)S.A. 
(128千EUR)

20

計 5,278

※４ 当中間会計期間末日は金融機

関の休日でありますが、手形

満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当

中間会計期間末日満期手形の

金額は次のとおりでありま

す。

※４ 当中間会計期間末日は金融機

関の休日でありますが、手形

満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当

中間会計期間末日満期手形の

金額は次のとおりでありま

す。

※４ 当事業年度末日は金融機関の

休日でありますが、手形満期

日に決済が行われたものとし

て処理しております。当事業

年度末日満期手形の金額は次

のとおりであります。

受取手形        78 受取手形        41 受取手形        34

※５ 消費税等

仮払消費税等及び仮受消費税

等を相殺の上、差額を流動資

産の「その他」に含めており

ます。

※５ 消費税等

同   左

─────



前へ   次へ 

(中間損益計算書関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

           ―――――

   

 

※１ 減損損失

   当中間会計期間において、当

社が所有する以下の資産グル

ープについて減損損失を計上

しております。

用 途 場 所 種 類
減損
損失

賃貸資産
北海道 

札幌市
建物他 12

   当社は、事業用資産について

は管理会計上の収益管理単位

で、賃貸資産および遊休資産

については個別物件単位でグ

ルーピングしております。

   事業計画の変更に伴って将来

の使用見込が無くなった賃貸

資産について、その帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額（12百万円）を減

損損失として計上しておりま

す。

      なお、回収可能価額は、他へ

の転用や売却が困難であるこ

とから零円としております。

 

※１ 減損損失

   当事業年度において、当社が

所有する以下の資産グループ

について減損損失を計上して

おります。

用 途 場 所 種 類
減損
損失

事業用 

資産

兵庫県 

神戸市
建物他 29

賃貸資産
神奈川県 

横浜市
建物他 12

合計 42

   当社は、事業用資産について

は管理会計上の収益管理単位

で、賃貸資産および遊休資産

については個別物件単位でグ

ルーピングしております。

   事業計画の変更に伴って将来

の使用見込が無くなった事業

用資産および賃貸資産につい

て、その帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額

（42百万円）を減損損失とし

て計上しております。

      なお、回収可能価額は、他へ

の転用や売却が困難であるこ

とから零円としております。

２ 減価償却実施額

有形固定資産 563

無形固定資産 168

２ 減価償却実施額

有形固定資産 609

無形固定資産 163

２ 減価償却実施額

有形固定資産 1,192

無形固定資産 333



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

                単元未満株式の買取りによる増加                         12千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

                単元未満株式の買増し請求による減少                 1千株 

                ストック・オプション制度における権利行使による処分       165千株 

  

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

               単元未満株式の買取りによる増加                           9千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

               単元未満株式の買増し請求による減少                  0千株 

  

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

                単元未満株式の買取りによる増加                         25千株 

  減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

                単元未満株式の買増し請求による減少                 1千株 

                ストック・オプション制度における権利行使による処分       165千株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株）              1,298                 12               166             1,144

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（千株）              1,157                 9                0             1,166

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株）              1,298                   25                 166               1,157



(リース取引関係) 

（単位 百万円） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

建物 53 9 43

その他 786 414 372

合計 840 424 415

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

中間期末
残高 
相当額

建物 53 15 38

その他 1,157 444 713

合計 1,210 459 751

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額 
相当額

期末残高
相当額

建物 53 12 40

その他 790 491 299

合計 844 503 340

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

同   左 (注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高

  相当額

１年内 145

１年超 270

合計 415

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

しております。

 

２ 未経過リース料中間期末残高

  相当額

１年内 163

１年超 588

合計 751

同   左
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 115

１年超 224

合計 340

(注)未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 79

減価償却費相当額 79

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 83

減価償却費相当額 83

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 158

減価償却費相当額 158

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし残存

価額を零とする定額法によって

おります。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同   左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同   左



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式

で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

３．１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 
１株当たり純資産額 362円00銭

 
１株当たり純資産額 366円68銭 １株当たり純資産額 362円99銭

 
１株当たり中間純利益 10円63銭

 
１株当たり中間純利益 11円58銭 １株当たり当期純利益 16円57銭

前中間会計期間末
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度末
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円） 36,278 36,740 36,373

普通株式に係る純資産額(百万円） 36,278 36,740 36,373

普通株式の発行済株式数（千株） 101,363 101,363 101,363

普通株式の自己株式数（千株） 1,144 1,166 1,157

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株）

100,218 100,197 100,205

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益（百万円） 1,065 1,160 1,660

普通株式に係る中間（当期）純利益
(百万円）

1,065 1,160 1,660

普通株式の期中平均株式数（千株） 100,182 100,200 100,196



前へ 

(2) 【その他】 

平成19年11月12日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。 

①中間配当金の総額………………………………… 350,691,201円 

②１株当たり中間配当金…………………………………… 3円50銭 

③支払請求の効力発生日及び支払開始日………平成19年12月10日 

 (注) 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し支払を行います。

  

  

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

（1）有価証券報告書 事業年度 自平成18年４月１日 平成19年６月28日

   及びその添付書類 (第98期) 至平成19年３月31日 関東財務局長に提出。

（2）有価証券報告書の 事業年度 自平成18年４月１日 平成19年10月30日

   訂正報告書 (第98期) 至平成19年３月31日 関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

株 式 会 社  日  新 

取締役会 御中 

 

  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社日新の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監

査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社日新及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  口  光  義  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  都  甲  孝  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  原  田  清  朗  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月14日

株 式 会 社  日  新 

取締役会 御中 

 

  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社日新の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社日新及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をも

って終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・

フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  口  光  義  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤     晶  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  村  宏  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月15日

株 式 会 社  日  新 

取締役会 御中 

 

  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社日新の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第98期事業年度の中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社日新の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  口  光  義  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  都  甲  孝  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  原  田  清  朗  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月14日

株 式 会 社  日  新 

取締役会 御中 

 

  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社日新の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第99期事業年度の中間会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社日新の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 
  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  口  光  義  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  伊  藤     晶  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  中  村  宏  之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。
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